
年
度
評
価
要
領
と
の
比
較

 
年
度
評
価
要

領
 

中
期
目
標
期
間
評
価
要
領
（
案
）

 
 

 

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構
の
事
業
年
度
の
業
務
実
績
に
係
る
評
価
要
領

   
地

方
独

立
行

政
法

人
静

岡
県

立
病

院
機

構
評

価
委

員
会

（
以

下
「

評
価

委
員

会
」

と

い
う
｡
）
が
行
う
、
地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
｡
）

に
係

る
各

事
業

年
度

の
業

務
実

績
に

関
す

る
評

価
（

以
下
「

年
度

評
価

」
と

い
う

｡
）
に

あ
た
っ
て
は
、「

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構
の
評
価
に
係
る
基
本
方
針
」

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 

１
 
趣
旨
 

評
価

委
員

会
が

行
う

評
価

は
、

機
構

の
業

務
運

営
の

改
善

を
促

し
、

も
っ

て
、

機

構
の

業
務

の
質

の
向

上
、

業
務

運
営

の
効

率
化

、
透

明
性

の
確

保
に

資
す

る
こ

と
等

を
目

的
と

し
、

機
構

か
ら

提
出

さ
れ

た
各

事
業

年
度

に
係

る
業

務
の

実
績

に
関

す
る

報
告
書
（
以
下
「
業
務
実
績
報
告
書
」
と
い
う
｡
）
を
基
に
し
て
、
地
方
独
立
行
政

法

人
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
｡
）
第

2
8
条
に
基
づ
く
年
度
評
価
を
行
う
。
 

 
 

 ２
 
評
価
の
着
眼
点
 

年
度

評
価

は
、

業
務

運
営

の
改

善
等

を
目

的
と

す
る

こ
と

は
も

と
よ

り
、

評
価

を

通
じ
て
次
の
各
点
に
資
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
 

（
１
）
機
構
（
県
立
病
院
）
に
対
す
る
県
民
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
 

（
２
）
機
構
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
こ
と
 

（
３
）
機
構
運
営
に
必
要
な
支
援
を
県
が
理
解
す
る
こ
と
 

 
 

３
 
評
価
の
時
期
 

年
度
評
価
は
、
法
令
等
に
基
づ
き
、
事
業
年
度
終
了
後
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

地
方

独
立

行
政

法
人

静
岡

県
立

病
院

機
構

の
中

期
目

標
期

間
の

業
務

実
績

に
係

る
評

価

要
領
（
案
）
 

  
地

方
独

立
行

政
法

人
静

岡
県

立
病

院
機

構
評

価
委

員
会

（
以

下
「

評
価

委
員

会
」

と

い
う
｡
）
が
行
う
、
地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
｡
）

に
係

る
中

期
目

標
期

間
の

業
務

実
績

に
関

す
る

評
価

（
以

下
「

中
期

目
標

期
間

評
価

」

と
い

う
｡
）

に
あ

た
っ

て
は

、
「

地
方

独
立

行
政

法
人

静
岡

県
立

病
院

機
構

の
評

価
に

係

る
基
本
方
針
」
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 

１
 
趣
旨
 

評
価

委
員

会
 

は
、

機
構

の
業

務
運

営
の

改
善

を
促

し
、

も
っ

て
、

機
構

の
業

務

の
質

の
向

上
、

業
務

運
営

の
効

率
化

、
透

明
性

の
確

保
に

資
す

る
こ

と
等

を
目

的
と

し
て

、
機

構
か

ら
提

出
さ

れ
た

当
該

中
期

目
標

期
間

に
係

る
業

務
の

実
績

に
関

す
る

報
告
書
（
以
下
「
業
務
実
績
報
告
書
」
と
い
う
｡
）
を
基
に
し
て
、
地
方
独
立
行
政

法

人
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
｡
）
第

30
条

に
基
づ
く
中
期
目
標
期
間
評
価
を
行
う
。
 

 
 

 ２
 
評
価
の
着
眼
点
 

中
期
目
標
期
間
評
価
は
、
業
務
運
営
の
改
善
等
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

評
価
を
通
じ
て
次
の
各
点
に
資
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
 

（
１
）
機
構
（
県
立
病
院
）
に
対
す
る
県
民
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
 

（
２
）
機
構
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
こ
と
 

（
３
）
機
構
運
営
に
必
要
な
支
援
を
県
が
理
解
す
る
こ
と
 

 
 

３
 
評
価
の
時
期
 

中
期

目
標

期
間

評
価

は
、

法
令

等
に

基
づ

き
、

当
該

中
期

目
標

期
間

の
終

了
後

に

資料３－３ 
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年
度
評
価
要
領
と
の
比
較

 
年
度
評
価
要

領
 

中
期
目
標
期
間
評
価
要
領
（
案
）

 
 

 

ま
た

、
次

事
業

年
度

の
機

構
の

業
務

運
営

に
反

映
さ

せ
る

た
め

に
、

暫
定

評
価

を

当
該
事
業
年
度
途
中
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

  ４
 
評
価
方
法
 

（
１
）
業
務
の
実
績
報
告
 

機
構
は
、
業
務
の
実
績
等
を
業
務
実
績
報
告
書
（
様
式
１
）
に
よ
り
記
載
し
、

評
価
委
員
会
に
提
出
す
る
。
 

業
務

実
績

報
告

書
は

、
機

構
の

概
要

及
び

当
該

事
業

年
度

の
業

務
実

績
を

記

載
す

る
こ

と
と

し
、

当
該

事
業

年
度

の
業

務
実

績
は

、
対

象
期

間
、

業
務

実
績

全
般
及
び
項
目
別
実
績
と
す
る
。
 

ア
 
対
象
期
間
 

 
 
 
 
評
価
の
対
象
と
な
る
当
該
事
業
年
度
の
期
間
を
記
載
す
る
。
 

イ
 
業
務
実
績
全
般
 

機
構

及
び

各
病

院
の

業
務

全
般

に
お

け
る

当
該

事
業

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
、
総
括
し
て
記
載
す
る
。
 

ウ
 
項
目
別
実
績
 

中
期

計
画

等
を

実
施

す
る

た
め

の
「

手
段

」
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、

そ
の

「
手

段
」

を
実

施
す

る
具

体
的

な
取

組
み

を
「

行
動

計
画

」
と

し
て

記
載

す
る
。
 

ま
た

、
業

務
の

実
績

に
対

し
、

機
構

は
自

己
評

価
を

行
い

、
以

下
の

区
分

及

び
そ
の
説
明
を
記
載
す
る
。
 

A
 

計
画
に
対
し
十
分
に
取
り
組
み
、
成
果
も
得
ら
れ
て
い
る
。
 

B
 

計
画
に
対
し
十
分
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
 

C
 

計
画
に
対
す
る
取
組
み
は
十
分
で
は
な
い
。
 

 

行
う
こ
と
と
す
る
。

 

ま
た

、
次

期
中

期
目

標
に

反
映

さ
せ

る
た

め
に

、
暫

定
評

価
を

当
該

中
期

目
標

期

間
の
途
中
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

 ４
 
評
価
方
法
 

（
１
）
業
務
の
実
績
報
告
 

機
構

は
、

中
期

目
標

期
間

の
業

務
の

実
績

等
を

業
務

実
績

報
告

書
（

様
式

１

に
よ
り
記
載
し
、
評
価
委
員
会
に
提
出
す
る
。
 

業
務

実
績

報
告

書
は

、
機

構
の

 
当

該
中

期
目

標
期

間
の

業
務

実
績

を
記

載

す
る

こ
と

と
し

、
当

該
中

期
目

標
期

間
の

業
務

実
績

は
、

対
象

期
間

、
業

務
実

績
全
般
及
び
項
目
別
実
績
と
す
る
。
 

ア
 
対
象
期
間
 

 
 
 
 
評
価
の
対
象
と
な
る
当
該
中
期
目
標
の
期
間
を
記
載
す
る
。
 

イ
 
業
務
実
績
全
般
 

機
構

及
び

各
病

院
の

業
務

全
般

に
お

け
る

当
該

中
期

目
標

期
間

の
実

績
に

つ

い
て
、
総
括
し
て
記
載
す
る
。
 

ウ
 
項
目
別
実
績
 

当
該

中
期

目
標

の
達

成
状

況
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

、
中

期
目

標
期

間
中

の

業
務
の
実
績
を
項
目
別
に
記
載
す
る
。
 

ま
た

、
業

務
の

実
績

に
対

し
、

機
構

は
自

己
評

価
を

行
い

、
以

下
の

区
分

及

び
そ
の
説
明
を
記
載
す
る
。
 

A  
中

期
目
標
が
十
分
達
成
さ
れ
て
い
る
。

 

B 
中

期
目
標
が
概
ね
達
成
さ
れ
て
い
る
。

 

C 
中

期
目
標
が
十
分
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
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年
度
評
価
要
領
と
の
比
較

 
年
度
評
価
要

領
 

中
期
目
標
期
間
評
価
要
領
（
案
）

 
 

 

（
２
）
法
第

2
8
条
に
基
づ
く
年
度
評
価
 

年
度

評
価

は
、

機
構

か
ら

提
出

さ
れ

た
業

務
実

績
報

告
書

を
基

に
、

当
該

事

業
年

度
に

お
け

る
中

期
計

画
の

実
施

状
況

の
調

査
及

び
分

析
を

し
、

業
務

の
実

績
の
全
体
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
３
）
暫
定
評
価
 

次
事

業
年

度
の

機
構

の
業

務
運

営
に

反
映

さ
せ

る
た

め
の

暫
定

評
価

に
つ

い

て
も
、
（
１
）
に
準
じ
た
報
告
書
に
基
づ
き

、
評
価
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

     

５
 
通
知
 

 
 

評
価

委
員

会
は

、
年

度
評

価
を

行
っ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

機
構

に
対

し
そ

の

評
価
の
結
果
を
通
知
す
る
。
 

ま
た

、
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

機
構

に
対

し
て

業
務

運
営

の
改

善
そ

の
他

の
勧

告

を
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ６
 
報
告
及
び
公
表
 

評
価

委
員

会
は

、
機

構
に

対
し

年
度

評
価

の
結

果
を

通
知

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な

く
、

そ
の

通
知

に
係

る
事

項
（

勧
告

を
し

た
場

合
は

、
そ

の
通

知
に

係
る

事
項

及
び

そ
の
勧
告
内
容
）
を
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ７
 
そ
の
他
 

 
 
本
実
施
要
領
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
見
直
す
も
の
と
す
る
。
 

 

（
２
）
法
第

30
条

に
基
づ
く
中
期
目
標
期
間
評
価
 

中
期

目
標

期
間

評
価

は
、

機
構

か
ら

提
出

さ
れ

た
業

務
実

績
報

告
書

を
基

に
、

当
該

中
期

目
標

の
期

間
に

お
け

る
中

期
目

標
の

達
成

状
況

の
調

査
及

び
分

析
を

し
、
業
務
の
実
績
の
全
体
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
３
）
暫
定
評
価
 

次
期
中
期
目
標

に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
暫
定
評
価
に
つ
い
て
も
、（

１
）
に
準

じ
た
報
告
書
に
基
づ
き
、
評
価
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
こ
の
暫
定
評
価
の
中
で
、
法
第

3
1
条
の
「
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了

時
に

お
い

て
、

当
該

地
方

独
立

行
政

法
人

の
業

務
を

継
続

さ
せ

る
必

要
性

、
組

織
の

在
り

方
そ

の
他

そ
の

組
織

及
び

業
務

の
全

般
に

わ
た

る
検

討
」

を
併

せ
て

行
う
こ
と
と
す
る
。
 

 ５
 
通
知
 

評
価

委
員

会
は

、
中

期
目

標
期

間
評

価
を

行
っ

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

機
構

に

対
し
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
す
る
。
 

ま
た

、
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

機
構

に
対

し
て

業
務

運
営

の
改

善
そ

の
他

の
勧

告

を
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ６
 
報
告
及
び
公
表
 

評
価
委
員
会
は
、
機
構
に
対
し
中
期
目
標
期
間
評
価
の
結
果
を
通
知
し
た
と
き
は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
通

知
に

係
る

事
項

（
勧

告
を

し
た

場
合

は
、

そ
の

通
知

に
係

る
事

項
及
び
そ
の
勧
告
内
容
）
を
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ７
 
そ
の
他
 

 
 
本
実
施
要
領
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
見
直
す
も
の
と
す
る
。
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年
度
評
価
要
領
と
の
比
較

 
年
度
評
価
要

領
 

中
期
目
標
期
間
評
価
要
領
（
案
）

 
 

 

（
様
式
１

）
 

業
務
実

績
報

告
書
 

Ⅰ
 
機
構

の
概

要
 

１
 名

 
称
 

２
 所

在
地
 

３
 法

人
の
設
立

年
月
日
 

４
 設

立
団
体
 

 
 

５
 目

 
的
 
 
 

６
 業

 
務
 
 

 
 

 
７

 
資

本
金

の
額

 
 

 
８

 
代

表
者

の
役

職
氏

名
 

９
 役

 
員
 

1
0
 
組

織
図

 
 

 
 

1
1
 
法

人
が

運
営

す
る

病
院

の
概

要
 

 

Ⅱ
 
当
該

事
業

年
度
に

お
け

る
業
務

実
績

報
告
 

１
 
対
象

期
間
 

 ２
 
業
務

実
績

全
般
 

 
 （

１
）
機
構

全
体
 

 
 
 
○

総
括

 

○
業
務
実

績
を

示
す
各

種
指

標
 

○
特
記
事

項
 

 
（
２
）

総
合

病
院
 

 
 
 
○

総
括

 

○
業
務
実

績
を

示
す
各

種
指

標
 

 
 
 
○

特
記

事
項
 

（
様

式
１

）
業

務
実

績
報
告

書
 

             当
該

中
期

目
標

期
間

に
お
け

る
業
務

実
績

報
告
 

１
 
対

象
期

間
 

 ２
 
業

務
実

績
全

般
 

 
 （

１
）

機
構

全
体
 

 
 

 
○

総
括

 

○
業

務
実

績
 

○
特

記
事

項
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